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　事故や災害など、いざというときに備えるのが損害保険です。
　この手引は、損害保険の契約をご検討されている皆さまが安心して契約
いただけるように、契約にあたって特にご注意いただきたいことをまとめた
ものです。
　なお、保険会社によっては、この手引の内容と取扱いが異なるものもあり
ますので、詳細は代理店または保険会社にご確認ください。
　お問い合わせ先は、最終ページをご参照ください。

会 員 会 社 一 覧（2009年2月1日現在）
日本損害保険協会の会員会社は次の26社です

2009.2. D

くるまから離れるときは必ずキーを
抜きドアをロックしましょう。
イモビライザは、とても効果的な
盗難防止装置です。

〒101-8335　東京都千代田区神田淡路町2-9　http://www.sonpo.or.jp/

印刷には大豆油インクを
使用しています。

 お客様相談窓口 03-5424-0101（お客様相談センター）

あ い お い 損 害 保 険 株 式 会 社  
〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
TEL : 03-5424-0101
URL : http://www.ioi-sonpo.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-281-389（お客様相談室）

セゾン自動車火災保険株式会社
〒170-6068 東京都豊島区東池袋3-1-1 （サンシャイン60 40F）
TEL : 03-3988-2711
URL : http://www.ins-saison.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-333-962（お客様相談室）

セコム損 害 保 険 株 式 会 社
〒102-8645 東京都千代田区平河町2-6-2 （セコム損保ビル）
TEL : 03-5216-6111
URL : http://www.secom-sonpo.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-919-498（お客様サポート室）

日本興亜損害保険株式会社 
〒100-8965 東京都千代田区霞が関3-7-3
TEL : 03-3593-3111
URL : http://www.nipponkoa.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-632-277（お客さまデスク）

三井住友海上火災保険株式会社
〒104-8252 東京都中央区新川2-27-2
TEL : 03-3297-1111
URL : http://www.ms-ins.com/

 お客様相談窓口 0120-312-770（お客さま相談デスク）

三井ダイレクト損害保険株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 （後楽国際ビルディング）
TEL : 03-5804-7711
URL : http://www.mitsui-direct.co.jp/

 お客様相談窓口 03-3257-3120（お客さま相談室）

明治安田損害保険株式会社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1
TEL : 03-3257-3111
URL : http://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-815-366（お客様相談室）

日立キャピタル損害保険株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1-4
TEL : 03-5276-1391
URL : http://www.hitachi-ins.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-246-145（お客さまの声室）

富士火災海上保険株式会社
【本　    社】〒542-8567 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
　　　　　TEL : 06-6271-2741（大代表）
【東京本社】〒104-8122 東京都中央区銀座2-12-18
　　　　　TEL : 03-3542-3911（大代表）
URL : http://www.fujikasai.co.jp/

 お客様相談窓口 03-3664-6074（代表）

日本地震再保険株式会社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1 （小舟町富士プラザ4F）
TEL : 03-3664-6074
URL : http://www.nihonjishin.co.jp/ お客様相談窓口 0120-101-656（お客様相談室）

ソニー損害保険株式会社
〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1 （アロマスクエア11F）
TEL : 03-5744-0300
URL : http://www.sonysonpo.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-888-089（カスタマーセンター）

株式会社損害保険ジャパン 
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL : 03-3349-3111
URL : http://www.sompo-japan.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-999-111（コールセンター）

そんぽ２４損害保険株式会社
〒170-6044 東京都豊島区東池袋3-1-1 （サンシャイン60 44F）
TEL : 03-5957-0111
URL : http://www.sonpo24.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-671-071（お客様相談センター）

大同火災海上保険株式会社
【本　   社】〒900-8586 沖縄県那覇市久茂地1-12-1
　　　　　TEL : 098-867-1161
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1
              　　　　　　（山城ビル4F）
　　　　　TEL: 03-3295-1127
URL : http://www.daidokasai.co.jp/

 お客様相談窓口 03-3212-6211（代表）

東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1
TEL : 03-3212-6211
URL : http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

 お客様相談窓口 0120-95-0055（カスタマーセンター）

ニッセイ同和損害保険株式会社
【本　  社】〒530-8555 大阪府大阪市北区西天満4-15-10
　　　　  TEL : 06-6363-1121
【東京本社】〒104-8556 東京都中央区明石町8-1 （聖路加タワー）
　　　　  TEL : 03-3542-5511
URL : http://www.nissaydowa.co.jp/

 お客様相談窓口 03-3253-3171（代表）

トーア再保険株式会社
〒101-8703 東京都千代田区神田駿河台3-6
TEL : 03-3253-3171
URL : http://www.toare.co.jp/

※再保険専門会社につき、一般の損害保険は取り扱っておりません。

 お客様相談窓口  03-3292-8000（代表）

日新火災海上保険株式会社
【東京本社】〒101-8329 東京都千代田区神田駿河台2-3
　　　　　  TEL : 03-3292-8000
【さいたま本社】 〒330-9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5
　　　　　  TEL : 048-834-2211
URL : http://www.nisshinfire.co.jp/

お客様相談窓口 0120-115-603（お客様相談センター）

朝日火 災 海 上 保 険 株 式 会 社
〒101-8655 東京都千代田区神田美土代町7 （住友不動産神田ビル）
TEL : 03-3294-2111
URL : http://www.asahikasai.co.jp/

お客様相談窓口 06-6209-0500（お客様サービス室）

アドリック損 害 保 険 株 式 会 社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3

（NMプラザ御堂筋8F）
TEL : 06-6209-7733
URL : http://www.adlick.co.jp/

お客様相談窓口 0120-937-836（お客様相談室）

エイチ・エス損害保険株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 （新宿国際ビル新館4Ｆ）
TEL : 03-5339-0800
URL : http://www.hs-sonpo.co.jp/

お客様相談窓口 0800-8888-836（お客様サービス部）

ＳＢＩ損害保険株式会社
〒106-6018 東京都港区六本木1-6-1 （泉ガーデンタワー18Ｆ）
TEL : 03-6229-0060
URL : http://www.sbisonpo.co.jp/

お客様相談窓口 0120-719-250（お客様相談室）

共栄火災海上保険株式会社
〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6
TEL : 03-3504-0131
URL : http://www.kyoeikasai.co.jp/

お客様相談窓口 03-3237-2111（代表）

ジェイアイ傷害火災保険株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町20-5 （AIビル）
TEL : 03-3237-2111
URL : http://www.jihoken.co.jp/

お客様相談窓口 0120-366-604（お客様相談センター）

スミセイ損害保険株式会社
〒160-0003 東京都新宿区本塩町8-2 （住友生命四谷ビル）
TEL : 03-5360-6001
URL : http://www.sumisei-sonpo.co.jp/

 0800-111-1091（お客様相談センター）
（携帯電話・PHSからは03-6810-2315）

アニコム損 害 保 険 株 式 会 社
〒161-8546 東京都新宿区下落合1-5-22 （アリミノビル２F）
TEL : 03-5348-3777
URL : http://www.anicom-sompo.co.jp/

携帯・PHSからは

損害保険全般

受付時間：午前９時～午後６時【月～金曜日（祝日・休日を除く）】

損害保険に関することはお気軽に、社団法人日本損害
保険協会そんがいほけん相談室の次の窓口、または
会員会社へご相談ください。

0120-107808
03-3255-1306

※再保険専門会社につき、一般の損害保険は取り扱っておりません。

お客様相談窓口
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■この手引は以下の構成になっています。契約を考えている保険種目によって
　お読みいただく項目（○印）が異なります。

この手引の活用にあたって

損害保険代理店とはⅠ. 損害保険代理店の主な業務等を
記載しています。

16

自賠責保険
自動車保険
の契約を
お考えの方

火災保険
地震保険
の契約を
お考えの方

お読みいただく項目

保険種類ごとの契約の手引 保険種目ごとに、契約にあたっての注意点と、
よくあるご質問をまとめています。

関連して知っておいていただきたいこと

項目ページ 記載されている内容 傷害保険
医療保険
の契約を
お考えの方

損害保険を契約するとき
の注意点2 保険契約の流れに沿って、ご注意いた

だきたいことが記載されています。 ○ ○

くるまの保険を契約する
ための手引 自賠責保険・自動車保険4 ○
住まいの保険を契約する
ための手引 火災保険・地震保険8

からだの保険を契約する
ための手引 傷害保険・医療保険12 ○

○ ○

契約後にご注意
いただきたい事項

Ⅱ.

契約後、是非知っておいていただきたい
次の事項が記載されています。
１.契約のクーリング・オフ
２.契約の継続手続き
３.契約内容の変更（通知義務）
４.契約の解約
５.保険金の請求
６.その他

18 ○ ○

日本損害保険協会
からのお知らせ

Ⅲ. 日本損害保険協会の相談・苦情窓口等
の情報が記載されています。

20 ○ ○

（参考）　損害保険と生命保険

損害保険の種類によっては、貯蓄性を兼ね備えた積立型の保険もあります。

・自動車保険
・火災保険
・地震保険
・賠償責任保険など

・終身保険
・定期保険
・養老保険
・終身年金保険など

・傷害保険
・医療保険

損害保険会社が取り扱える保険商品 生命保険会社が取り扱える保険商品

損害保険会社の商品の契約をご検討の方は、この手引をご覧ください。
この手引は、社団法人 日本損害保険協会のホームページでもご覧いただくことができます。

生命保険会社の商品をご検討の方は、財団法人　生命保険文化センターのホームページをご覧ください。

社団法人  日本損害保険協会のホームページ
財団法人  生命保険文化センターのホームページ

http://www.sonpo.or.jp/
http://www.jili.or.jp/

　保険には、偶然の事故によって生じた実際の損害額に対して保険金が支払われる「損害保険」と、人の生死
に関してあらかじめ定めた金額が支払われる「生命保険」があり、この他の保険として、人のケガや病気など
に備える「第三分野の保険」があります。

　損害保険は損害保険会社が、生命保険は生命保険会社が取り扱っていますが、第三分野の保険は、損害
保険会社、生命保険会社の両方で取り扱っています。

1
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●代理店または保険会社から､「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」という書類が渡
されます｡
●「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」では、「重要事項」を以下のとおり区分して記
載しています。

●保険種類ごとの重要事項に関するポイントを4ページから15ページにまとめてありますので、
代理店または保険会社からの説明を受ける際、確認事項の参考としてください。

重要事項を必ず確認しましょう。注意点１

注意点 2

注意点 3

●保険契約の締結にあたり、契約者または被保険者（補償の対象となる方）は保険契約上の重
要な事項に関するご自身の現在の状況を保険会社に正しく告知しなければなりません。こ
れを「告知義務」といいます。
●お客さまから告知いただく事項（「告知事項」といいます。）は、申込書・告知書に質問形式で
記載されていますので、この質問に対して事実を漏れなく正確に記入する必要があります。

　※保険会社によっては、インターネット画面で告知することもあります。
●告知義務に違反すると契約を解除されたり、保険金が支払われないことがあります。

・ 自動車保険の契約にあたり、契約する自動車の車名・型式番号を正しく申告しなかった。
・ 火災保険の契約にあたり、建物の構造（例：木造、鉄骨造等）を正しく申告しなかった。
・ 医療保険の契約にあたり、会社の健康診断で要検査とされた事項を正しく申告しなかった。

告知義務違反の例

告知事項は正しく記入しましょう。

●契約時には、お客さまが契約しようとしている内容の最終確認をします。契約内容がご自身のリスクの状
況に照らして目的やニーズに合った補償内容となっているかを質問事項に回答しながら、最終的に確認
しましょう。
●注意点1～2の内容に十分納得してから、申込書等に正しい情報を記入し、よく確認したうえで署名また
は記名・押印してください。

契約内容を最終確認しましょう。

注意点 4

●補償が開始される日は、契約の手続きをした日ではなく、契約を結んだ際に保険会社に提出した申込書
記載の契約期間の開始日となります。

●保険料が払い込まれていない場合、申込書記載の契約期間の開始日以降に事故が発生しても保険金は
支払われません。ただし、口座振替やクレジットカードによる保険料の払い込みなど一部の契約では、異
なることがあります。

保険料を払い込みましょう。

●契約期間の途中で契約内容に変更が生じた場合は、契約者自身で代理店または保険会社にその旨を連
絡する必要があります。これを「通知義務」といいます。

●通知義務に違反すると、保険金が支払われないことがあります。

例えば次のような場合は速やかに連絡してください。

　私たちの日常生活は、交通事故、火災・自然災害、ケガ・病気など、さまざまなリスク（危険）にさ
らされています。そして、これらのリスクは、私たちに大きな経済的損失をもたらすおそれがあり
ます。
　このような経済的損失に備える有効な方法として、損害保険の活用があります。損害保険は、
少ない負担（保険料）で万一の場合には大きな補償（保険金）を得ることができますので、私たち
の生活の安定につながる非常に有意義な制度です。
　このような特徴を持った損害保険は、日常生活のさまざまなリスクに対応して多様な商品が
販売されていますが、個々人のリスクの状況は、その人の生活様式・年齢・家族構成などによりさ
まざまです。したがって、損害保険を契約する際には、ご自身のリスクの状況をよく分析し、それ
に見合った商品を選択してその内容について納得したうえで契約する必要があります。
　ここでは、損害保険を契約するときに特に注意が必要な点をまとめましたので、次の4点を必
ずご確認ください。

記載されている重要事項

保険商品を理解するために必要な情報
（補償内容、契約金額・免責金額（※）、主な特約の内容など）
※お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は
　被保険者（補償の対象となる方）の自己負担額となります。

特に注意すべき情報
（告知義務の内容・保険金が支払われない場合など）

自動車保険の場合

火災保険の場合

傷害保険の場合

・自動車を買い替えるとき
・現在の契約の年齢条件に満たない子供が免許を取得し、運転するようになったとき

・増築・改築を行うとき
・引越しをするとき
・建物の所有者を変更するとき

・転職して職種が変わるとき

・保険料の払込方法は､契約と同時にその全額を支払う「一括払い」以外に、「分割払い（年払
い、月払い等）」があります。分割払いの場合は、毎回の払込期日までに保険料を払い込みくだ
さい。保険料の払い込みがないと事故が発生しても保険金が支払われない場合や、契約が失
効したり、解除される場合があります。
・保険料は、代理店または保険会社に直接現金で払い込みます。また、口座振替、クレジット
カード払いやコンビニ払いなどが利用できる場合もあります。

参　考 保険料の払込方法

ここにもご注意！

契約後に契約内容に変更が生じた場合は、代理店または保険会社に連絡を

重要事項説明書

契 約 概 要

注意喚起情報
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保険種類ごとの契約の手引

自賠責保険では、ご自身のケガや、
他人の財産に対する損害は補償されません。
●自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）は、自動車による人身事故の被害者を救済するために、
　法律で契約が義務付けられている保険です。（右表の緑色の部分）
●自賠責保険は、他人を死傷させた場合の損害賠償（対人賠償）のみを補償する保険で、ご自身
　のケガや他人のモノなどに対する損害賠償（対物賠償）は補償されません。
●また、右表のとおり自賠責保険には支払われる保険金の額に限度額がありますので、これを超
　える損害賠償に備えるには、任意の自動車保険を契約する必要があります。
●自動車保険（任意保険）は、被害者への対人賠償および対物賠償のほか、ご自身や同乗者のケ
　ガ、所有する車の損害などの補償を全てセットにしたり、数種類を組み合わせたりして販売され
　ています。（右表の水色の部分）

　　なお、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の双方を
契約している場合は、それぞれから保険金が支払われます。

自
賠
責
保
険・自
動
車
保
険

く
る
ま
の
保
険
を
契
約
す
る
た
め
の
手
引

く
る
ま
の
保
険
に
は
、法
律
で
契
約
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る「
自
賠
責

保
険（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
）」と
任
意
で
契
約
す
る「
自
動
車
保

険
」の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

POINT1

契約にあたってのご注意

よくあるご質問

　どちらも自動車事故により、契約の車に乗
車中の方が死傷した場合に補償される保険で
すが、次のような違いがあります。

Q1

A1

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保
険の補償内容は、どのように違うの
ですか？

■契約金額
契約時点における市場販売価格を基準に契約金額を
設定します。
事故による修理代などがこの契約金額を超える場合で
も、契約金額までしか補償されません。
■免責金額
損害額の一部を自己負担する金額のことを「免責金額」
といいます。（免責金額をゼロとすることも可能です。）
免責金額を高く設定するほど保険料は節約できますが、
万一のときの自己負担額が増えることになります。
■補償範囲
補償範囲を限定して保険料を抑えるタイプの車両保険
もあります。
例えば、あて逃げや単独事故などによる損害を補償しな
いものがあり、その場合、これらの事故による損害には保
険金は支払われません。

　車両保険を契約する際は、次の点にご注意
ください。

車両保険を契約する場合には、どの
ような点に注意すればよいですか？Q2

A2

自賠責保険と自動車保険の補償内容

相手の方にケガをさせた 相手のモノを壊した

ご自身や、搭乗中の方が
ケガをした ご自身のお車が壊れた

被
害
者
へ
の
賠
償

ご
自
身
へ
の
補
償

ケガ モノ

①対人賠償保険
自動車事故により、他人を死傷させ、法律上
の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保
険の支払限度額を超える損害が補償されます。

法律で契約が義務付けられている保険です。
対人賠償（他人を死傷させた場合の損害賠
償）のみ補償され、支払限度額（死亡:3,000
万円、後遺障害:75万円～4,000万円、傷
害:120万円）があります。

④搭乗者傷害保険
自動車事故により、契約の車に乗車中の方
が死傷した場合に、死亡・後遺障害、入院・通
院に対してあらかじめ設定された金額が保険
金として支払われます。

⑤無保険車傷害保険
自動車事故により、契約の車に乗車中の方
が死亡または後遺障害を被った場合で、加害
者が対人賠償保険に加入していないなどの
ため、十分な損害賠償が受けられないときに、
その損害が補償されます。

⑥自損事故保険
●電柱との衝突や崖からの転落など、自動車
損害賠償保障法の適用がない単独事故
等で、運転者自身が死傷したときに、あらか
じめ設定された金額が保険金として支払わ
れます。
●人身傷害補償保険で補償される場合、
自損事故保険からは保険金が支払われ
ません。

⑦車両保険

②対物賠償保険

自動車事故により、他人の自動車や建物などの財物に損害を
与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が補償され
ます。

事故によって契約の車が損害を受けた場合に保険金が支払わ
れます。
あて逃げや電柱に衝突するなどの単独事故による損害を補償
しないタイプの車両保険もあります。

※①および②の被害者への賠償については、事故を起こされた方に代わり、保険会社が示談交渉を行うサービスがつ
いています。ただし、契約者側に過失がない場合、示談交渉は行えません。

③人身傷害補償保険
 （人身傷害保険）

●自動車事故によって契約の車に乗車中の方が死傷した
場合に、加害者から賠償を受けられない分も含めた損害
額が補償されます。ただし、保険会社所定の基準で計算し
た額が契約金額の範囲で支払われます。
●お車を主に使用される方とその家族については、上記の
補償に加えて歩行中や他の車に乗車中の自動車事故で
死傷した場合でも補償されるのが一般的です。

※契約の車に乗車中の自動車事故のみに補償を限定する
こともできます。

自 動 車 保 険
（①～⑦の部分）

対
象
事
故

人身傷害補償保険

契約者とその家族について
は、契約の車に乗車中の方
が自動車事故によって死傷
した場合だけでなく、歩行中
や他の車に乗車中の自動
車事故によって死傷した場
合も補償されるのが一般的。

契約金額を限度に、ケガの
場合の治療費・休業損害、
死亡の場合の逸失利益
等の損害が補償される。

ケガによる死亡・後遺障
害・入院・通院に対して、契
約金額に基づいてあらかじ
め設定された額が支払わ
れる。

契約の車に乗車していると
きの自動車事故によって
死傷した場合に限り、補償
される。

搭乗者傷害保険

補
償
内
容

自賠責保険
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保険種類ごとの契約の手引

自動車保険には等級による割引・割増制度があります。
●自動車保険では、事故の内容や回数に応じて決まる等
級がお客さまごとに設定され、この等級により保険料
が割引または割増される制度があります。

●初めて自動車保険を契約すると原則として6等級から
スタートします。事故がなければ1年毎に1等級ずつ
上がり、等級に応じて保険料が割引されます。

●逆に事故を起こして保険金の支払いを受けると、原則
として1事故につき3等級下がります。例えば、6等級
の人が事故を起こすと翌年の契約では3等級となり、
保険料が割増になります。

●ただし、事故の内容によっては事故回数に数えないも
の（例：停車中に追突されてケガをし、搭乗者傷害保険
で通院保険金を受け取った）や、等級が下がらず据え
置きになるもの（例：洪水により被害を受け、車両保険
で車を修理した）もあります。

POINT2
自動車保険は、契約条件によって保険料を節約できる場合が
ありますが、補償範囲が狭まるため、契約にあたっては十分
確認する必要があります。
■記名被保険者
お車を主に使用される方を申込書の被保険者欄に記載します（この方を「記名被保険者」といいま
す。）。この記名被保険者を中心に補償の対象となる方の範囲などが決まるため、重要な事項です。

■運転者の範囲
運転者を記名被保険者本人とその配偶者に限定したり、記名被保険者とその家族に限定したりするな
ど、運転者の範囲に条件を設定することにより保険料を節約することができます。ただし、これにより
補償範囲が限定されるため、設定条件として適切かを十分確認する必要があります。

■運転者の年齢
例えば、30歳以上の方が運転される間の事故に限り補償の対象とするなど、運転者の年齢に条件を
設定することにより保険料を節約することができます。ただし、これにより補償範囲が限定されるため、
設定条件として適切かを十分確認する必要があります。

自
賠
責
保
険・自
動
車
保
険

く
る
ま
の
保
険
を
契
約
す
る
た
め
の
手
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く
る
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の
保
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に
は
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で
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契約にあたってのご注意

よくあるご質問

　自動車保険で運転者の範囲を家族に限定
した場合、一般的に家族の範囲は、下記の
「ひとくちメモ」のとおりなので、記名被保険者

またはその配偶者の子供が結婚して別の場所に住んでい
るときは、その子供が運転して起こした事故については補
償されません。よって、運転者の範囲の設定には注意が必
要です。

運転者の範囲を家族に限定した自
動車保険を契約していますが、結
婚後、別の場所に住んでいる子供
が運転して事故を起こした場合、補
償されますか？ 　POINT2およびPOINT3以外で保険料を

決定する要素として、次のようなものが挙げら
れます。

■記名被保険者の運転免許証の色
「記名被保険者」の運転免許証の色がゴールドの場合、
保険料が割引となる場合があります。
■お車の使用目的
業務用、通勤用、レジャー用など、お車の主な使用目的
によって、保険料が異なる場合があります。
■お車の走行距離
年間走行距離によって、保険料が異なる場合があります。
■お車の安全装置等
エアバッグやABS（アンチロック・ブレーキング・システム）
が備わっていたり、衝突安全ボディ構造を有していたり
する場合、保険料が割引となる場合があります。

自動車保険の保険料に影響を与え
る要素には、どのようなものがあり
ますか？

POINT3

Q3

A3

Q4

A4

ひとくちメモ ①
自動車保険における「家族」とは、一般的に次の方々をいいます。
○記名被保険者の配偶者
○記名被保険者または配偶者の同居の親族
○記名被保険者または配偶者の別居の未婚（※）の子
 （※現在は独身であっても過去に婚姻歴がある場合には、
未婚とはなりません。）

Q5

A5 　保険会社が自家用（普通・小型）乗用車の保険料
を決める要素の一つとして、車種（型式）ごとの損害率
（保険成績）があり、毎年1回、型式ごとの損害率の状

況に基づいて保険料の見直しが行われています。
　したがって、契約されているお車について、契約者自身は事故を
起こしていなくても、同じ車種の他の契約者に事故が多かった場
合は、その車種全体の次年度の保険料が上がってしまうことがあ
ります。

無事故で、今回と同じ車、契約内容も同じ
であったにもかかわらず、次年度の契約
で保険料が上がると言われたのですが、
なぜですか？

Q6

A6 　廃車や海外赴任などで一旦契約を中断する場合
においても、一定の条件のもとに等級を引き継ぐこと
ができる制度があります。

　この制度の適用を受けるためには、保険会社の発行する中断
証明書が必要となりますので、代理店または保険会社にご相談く
ださい。

事情があって自動車保険を解約すること
になった場合、現在の等級は将来、再契
約するときに引き継げるのでしょうか？

ひとくちメモ ③
保険の満期が近づくと代理店または保険会社からハガキなど
で案内がありますが、同一内容で契約更新するか否か等を含め、
満期の管理は契約者ご自身で行う必要があります。
自動車保険は1年ごとに更新するタイプが一般的であるため、
うっかり契約更新を忘れて無保険状態で自動車を使用すること
がないよう十分注意する必要があります。また契約更新を忘れて
しまうと、自動車保険の等級（割引）を引き継げないことがあり
ます。

ひとくちメモ ②
自動車保険には、補償内容を充実させたり、補償範囲を広げたり
するような各種の特約が用意されています（例：弁護士費用特
約、車内携行品補償特約、ファミリーバイク特約、個人賠償責任
特約など（※））。ただし、これらの特約をセットした場合、保険料
が割増となるため、契約にあたってはご自身にとって本当に必要
なのかどうかを十分見極める必要があります。
※特約の名称は保険会社ごとに異なる場合があるほか、保険会社に
よっては取扱っていない特約もあります。

高い 安い保険料

6
等級

7
等級5

等級4
等級3

等級

1年間
無事故だった場合
（1等級アップ）

1回事故が
あった場合
（3 等級ダウン）

（例）現在６等級でご契約の方
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保険種類ごとの契約の手引

※再調達価額や時価は年月の経過によって変化していきますので、
契約を継続するときには契約金額を見直す必要があります。

建物と家財それぞれに契約金額を設定することが必要です。
●持ち家にお住まいの場合は建物と家財、賃貸住宅にお住まいの場合は家財を対象として、火災
保険を契約することができます。建物と家財を対象とする場合は、それぞれに契約金額を設定
することが必要です。
●持ち家にお住まいの場合、建物のみを対象として契約すると家財は補償されません。
　※住宅購入のために金融機関などから融資を受ける際に、あわせて火災保険を契約する場合
がありますが、この火災保険は建物のみを対象としていることが一般的です。

●家財を対象とした火災保険を契約する場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、
宝石、美術品などは、契約時に申込書に明記しないと補償の対象とならない場合があります。
このようなものを「明記物件」といいます。

建物の構造や用途をご確認
ください。
●火災保険は保険の対象となる建物（家財を対象
とする場合はその家財を収容する建物）の構造
や用途などにより保険料が異なります。
●建物の性能や設備などにより保険料の割引が適
用される場合があります。

※構造については、建築確認申請書等の確認書面をご用
意のうえ、代理店または保険会社にお問い合わせくだ
さい。

■「時価」（再調達価額から使用による消耗分を差し引
いた金額）をもとに設定する方法
　　その時点の価値である「時価」をもとに契約する場合
は、建物や家財の契約金額を時価いっぱいに設定して
おく必要があります。時価を下回る契約金額を設定した
場合、受け取る保険金の額は損害額どおりとならないこ
とがあります。

■「再調達価額」（同等の建物や家財を新たに建築したり
購入したりするのに必要な金額）をもとに設定する方法

　いわゆる「新築価額」、「新品価額」である「再調達価
額」をもとに契約金額を設定しておくと、保険金だけで同等
の建物を建築したり、同等の家財を購入することができます。

火
災
保
険

住
ま
い
の
保
険
を
契
約
す
る
た
め
の
手
引

住
ま
い
の
保
険
に
は
、火
災
や
風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
に
よ
る
建
物
や

家
財
の
損
害
が
補
償
さ
れ
る「
火
災
保
険
」と
地
震・噴
火・津
波
に
よ
る

建
物
や
家
財
の
損
害
が
補
償
さ
れ
る「
地
震
保
険
」が
あ
り
ま
す
。

年月経過や
使用による消耗分

時価

再調達価額
（新築価額）
（新品価額）

POINT2
地震による火災は火災保険では
補償されません。
●地震による火災（延焼・拡大した損害を含み
ます。）は、火災保険では補償されません。
●地震や噴火、津波による建物の倒壊や火災
などの損害に備えるには、火災保険とセット
で地震保険を契約する必要があります。

POINT3POINT1

契約にあたってのご注意

よくあるご質問

　火災保険の契約金額は、「再調達価額」を
もとに設定する方法と「時価」をもとに設定す
る方法があります。

　なお、契約金額が再調達価額や時価を上回っている場
合、再調達価額や時価を超える部分については保険金を
受け取ることができません。

Q1

A1

契約金額の設定方法には、どのよう
な方法がありますか？

　火災保険では、火災による損害だけでなく、強風、
ひょうや雪による損害が補償されるほか、洪水などによ
る損害が補償される商品もあります。

　ただし、これらの損害に対しては、損害額が一定以上の場合に
のみ補償されたり、支払われる保険金に限度額が設定されていた
りする場合があります。

Q2

A2

台風による強風で屋根瓦が損壊しました。
火災保険ではこのような損害も補償され
ますか？

　「失火の責任に関する法律」では、失火した者（この
場合は隣家）に重大な過失がない限り損害賠償責任
は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられ

ないおそれがあります。
　自宅で火災を起こさないように気をつけていても、このような「も
らい火」で思わぬ損害を受けるリスクがありますので、万一に備えて
火災保険を契約しておくことが大切です。

Q3

A3

隣家からの「もらい火」で自宅が火災に
あってしまった場合の補償はどうなります
か？

用途の主な例
専用住宅
共同住宅
併用住宅

住居のみに使用されている建物
マンションなどの集合住宅建物
店舗などと併用している居住用建物
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保険種類ごとの契約の手引

契約金額は火災保険の50％が
限度となります。
●地震保険の契約金額は、セットで契約する火
災保険の契約金額の30％～50％の範囲内
で設定します。ただし、建物は5,000万円、
家財は1,000万円が限度となります。

●地震は、いつどこで発生するか予測できず、
大規模な地震災害が発生した場合、被害は
広域にわたり、損害額も巨額となることから、
地震保険では、「地震保険に関する法律」の
規定に基づき補償内容が制限されています。

地
震
保
険

住
ま
い
の
保
険
を
契
約
す
る
た
め
の
手
引

住
ま
い
の
保
険
に
は
、火
災
や
風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
に
よ
る
建
物
や

家
財
の
損
害
が
補
償
さ
れ
る「
火
災
保
険
」と
地
震・噴
火・津
波
に
よ
る

建
物
や
家
財
の
損
害
が
補
償
さ
れ
る「
地
震
保
険
」が
あ
り
ま
す
。

POINT3
住居に使用される建物と
家財が対象となります。
●地震保険の対象は、住居のみに使用
される建物（専用住宅）、住居と店舗
などを併用している建物（併用住宅）
および家財（生活用動産）です。
●家財のうち、1個または1組の価額が
30万円を超える貴金属、宝石、美術
品などは地震保険の対象となりませ
ん。明記すれば補償の対象となる火
災保険とは異なりますのでご注意く
ださい。 （P8 火災保険 POINT1参照）

POINT2
地震保険は単独では
契約できません。

損害の程度（3区分）に応じて
補償されます。
●地震保険は、大地震により、たくさんの建物や家
財に損害が発生した場合でも、保険金ができる
だけ速やかに支払われるよう、損害の程度を「全
損」、「半損」、「一部損」の3つに区分しています。
●建物や家財が3つの区分のいずれかに該当した
ときに、損害の程度に応じて補償されます。

POINT4POINT1

契約にあたってのご注意

よくあるご質問

Q1

A1

地震保険にはどのような保険料の
割引制度がありますか？

　増額後の契約金額が火災保険の契約金額の
30％～50％の範囲（建物5,000万円、家財1,000万円
が限度）であれば、契約金額を増額することができます。

　ただし、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令
された場合、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在す
る建物や家財については、新たに地震保険を契約することのほか、
契約金額を増額することもできません。

Q3

A3

契約期間の途中から契約金額を増額する
ことはできますか？

　地震保険契約者には、税制上の優遇措置
があります。その年にお支払いいただいた地震
保険料のうち一定の金額が所得金額から控
除されます。

　地震保険には、建物の免震・耐震性能に応
じた4つの保険料の割引制度があります。
　ただし、重複して割引の適用を受けることは

できません。
　また、割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の
提出が必要です。

Q2

A2

地震保険を契約していると税制上
のメリットがあるのですか？

　地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて
政府と各保険会社が共同で運営しています。このため、
補償内容や保険料は、どこの保険会社でも同じです。

また、損害の程度（「全損」「半損」「一部損」）の判定基準も同様
です。

Q4

A4

地震保険の補償内容や保険料は保険会
社により異なるのでしょうか？

損害の程度 支払われる保険金
全　損
半　損
一部損

契約金額の100％（時価が限度）
契約金額の50％（時価の50％が限度）
契約金額の5％（時価の5％が限度）

●地震保険を単独で契約することはで
きず、必ず火災保険とセットで契約す
ることになっています。
●火災保険の契約期間の途中からでも
地震保険を契約することができます。

●火災保険の契約時に地震保険を契約
しない場合は、火災保険の申込書に、
「地震保険は申し込まない」ことを確
認する印を押すことになっています。
押印する際には、地震保険による備えが
本当に不要であるかをご検討ください。 ※「全損」「半損」「一部損」の判定基準については、

代理店または保険会社にお問い合わせください。

■免震建築物割引：30%
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建
築物と評価された建物およびその建物に収容されている家財
■耐震等級割引：10～30%
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等
級を受けている建物およびその建物に収容されている家財
■耐震診断割引：10%
地方公共団体等による耐震診断または、耐震改修を行った
結果、現行の建築基準法における耐震基準を満たしているこ
とが確認できる建物およびその建物に収容されている家財
■建築年割引：10%
1981年6月以降に新築された建物およびその建物に収容さ
れている家財

※詳細は、当協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp）をご覧
いただくか、代理店または保険会社にお問い合わせください。

控除対象額

所得税
地震保険料の全額
（最高50,000円）

地震保険料の1/2
（最高25,000円）

個人住民税
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保険種類ごとの契約の手引

契約時に、職種などを正しく
告知しないと、補償されない
ことがあります。

傷
害
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険
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め
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保
険
」や
、ケ
ガ
に
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て
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気
が
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れ
る「
医
療
保
険
」な
ど
が
あ
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す
。

POINT2
病気は傷害保険では補償されません。 被保険者（補償の対象となる方）

の範囲をご確認ください。
●傷害保険には、申込書の被保険者欄に記載
した方だけを補償する「個人型」だけでなく、
被保険者本人とその家族のケガを補償する
「家族型」もあります。

POINT3POINT1

契約にあたってのご注意

よくあるご質問

Q1

A1 　海外旅行傷害保険（「海外旅行保険」と呼ばれるこ
ともあります。）では、海外旅行中に被ったケガだけでなく、
「病気」を補償の対象とできることも特徴のひとつです。

　また、この海外旅行傷害保険では、海外旅行中に被ったケガや
病気のほか、例えば、旅行中の携行品損害、賠償損害、万一の事
故の際に家族が現地に駆けつけるための交通費や現地滞在費
などを補償することもできます。

Q4

A4

海外では治療費が高額となるようですの
で、特に現地での病気が心配です。海外
旅行傷害保険では病気は補償してもらえ
ないのですか？

傷害保険では、どんなケガでも補
償されるのですか？

　家族型の傷害保険では、家族全員を無制限に対象
とするのではなく、配偶者のほか、被保険者本人・配偶
者と「生計を共にしていること」や「同居していること（た

だし未婚（※）の子供は別居でも可）」などの条件を満たした親族を対
象とするのが一般的です。
※現在は独身であっても、婚姻歴がある場合には、未婚とはなりません。

Q5

A5

家族型の傷害保険は、家族であれば、
だれでも補償してもらえるのですか？

●傷害保険は、「ケガ」に備える保険であり、「病気」は補償の対象になっていません。「ケガ」だけ
でなく「病気」にも備えるには、病気も補償の対象とする医療保険を契約する必要があります。
●契約にあたっては、「ケガ」の補償だけでよいのか、「ケガ」と「病気」の両方の補償が必要なの
かについて、よく検討し、契約しようとしている保険が「ケガ」だけを補償するのか、「ケガ」と
「病気」の両方を補償するのかについて、十分に確認したうえで、ご契約ください。
●傷害保険では、主に次の保険金が支払われます。

死亡
保険金

後遺障害
保険金

入院
保険金

通院
保険金

手術
保険金

●傷害保険では、職種などにより保険料が異な
ることがあり、契約時に被保険者（補償の対象
となる方）の職種などを申込書に記入するの
が一般的です。
●また、同じ被保険者に対する他の保険契約の
有無などについても、契約時に申込書に記入
する必要があります。
●申込書に記入した内容が事実と異なっている
と、契約が解除されたり、保険金が支払われな
い場合があります。

物の損害ケガ 病気賠償責任

ひとくちメモ ③
傷害保険における「家族」とは、一般的に次の方 を々いいます。
○被保険者本人の配偶者
○被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
○被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

ひとくちメモ ②
海外旅行傷害保険は、旅行行程中のケガや病気などを補償す
る保険ですので、旅行に行く都度、加入手続きをする必要があ
ります。

Q2

A2

支払われる保険金の額は、どのよう
にして決めればよいですか？

　契約時に、それぞれの契約金額について、
被保険者（補償の対象となる方）の年齢や収
入などを参考に、一定の金額を設定します。

　契約金額の設定にあたっては、未成年者等には高額の設定
ができないなど制限がある場合があります。
　詳細は代理店または保険会社にご確認ください。

　傷害保険には、日常生活全般の事故による
ケガを補償するもの、主として交通事故による
ケガを補償するもの、旅行中・レジャー中のケガ

を補償するものなど、さまざまな種類がありますので、ニーズ
にあったものをご契約ください。 ひとくちメモ ①

損害保険には、日常生活上の事故により誤って他人に
ケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、法律上の
損害賠償責任を負ったときに、損害賠償金などを補償
する個人賠償責任保険があります。
この保険は、単独で契約するほか、自動車保険、火災
保険、傷害保険などとセットにすることができますの
で、例えば傷害保険とセットで契約することにより、ご
自身のケガとともに、相手をケガさせたことによる損害
賠償にも備えることができます。
詳細は、代理店または保険会社にご確認ください。

Q3

A3

ケガで通院した場合、保険金は通
院日数分だけ支払われますか？ 

　通院保険金については、日常生活に支障が
ない程度に治った日までの通院が対象となりま
すので、通院すれば必ず支払われるものではあ
りません。
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保険種類ごとの契約の手引

入院保険金の支払い条件を
ご確認ください。
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POINT3
契約期間には定期タイプと
終身タイプとがあります。
●医療保険には、契約期間があらかじめ定めら
れた定期タイプ（5年、10年など）と、被保険
者（補償の対象となる方）が死亡するまで契
約期間が継続する終身タイプがあります。

●定期タイプの場合には、万一の際に保険が付
いていないということがないよう、満期日の
管理と契約の継続手続きをきちんと行う必
要があります。ただし、保険料は、継続時の年
齢によって決まるので、継続契約の保険料は、
継続前の契約より高くなるのが一般的です。
●定期タイプでは、高齢になると継続できな
い場合があります。

POINT4

契約にあたってのご注意

よくあるご質問

　ケガや病気による医療費の負担に備える保
険であるため、通常、死亡保険金はなく、入院
保険金や手術保険金などが支払われるのが

一般的です。　
　また、退院後の通院や先進医療費用・葬祭費用などに
関する補償についても、契約者の希望により追加で契約
できる場合があります。

Q1

A1

医療保険では、どのような保険金が
支払われますか？

　医療保険でも「がん」に備えることはできますが、が
ん保険は、補償の対象を「がん」に特化した医療保険
で、がんと診断されたときに診断保険金が支払われた

り、入院保険金の支払日数に制限がないなど、がんに対する補償
内容が厚くなっているのが一般的です。
　なお、がん保険では、通常、契約期間の初日から一定期間（例え
ば90日）以内に診断された「がん」については、保険金が支払われ
ません。

Q3

A3

「がん」には、がん保険に加入しないと
備えることはできませんか？

　手術保険金の対象となる手術は保険約款
で定められており、これに定められた手術以外
については、保険金支払いの対象となりません。

　同様に、入院保険金についても、ケガや病気の治療を
目的とした入院である必要があり、人間ドックなどの検査入
院や出産（正常分娩）、美容整形のための入院は、保険金
支払いの対象とならないのが一般的です。

Q2

A2

手術を受けたのに、手術保険金が
支払われないが、どうしてでしょう
か？

　一方、健康保険などの公的医療保険制度には、「高額療養費
制度」があり、1か月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場
合、本人の申請に基づき、その超過額が払い戻されます。
　例えば1か月の医療費総額が50万円だった場合、一旦、立て替
え払いを求められるケースがありますが、最終的には自己負担額は
82,430円となります。（2009年2月現在）
※事前に所定の手続きを行えば、窓口で立て替え払いをする必要はありま
せん。
　したがって、医療保険の契約金額の設定にあたっては、医療保
険でどこまで備えたいかをご検討のうえ、適切な金額で設定する必
要があります。

　○高額療養費制度を利用した場合の自己負担額の計算例
（69歳以下で一般的な所得（月収53万円未満）の方の場合）

（1か月の自己負担限度額）＝（医療費総額－267,000円）×1％＋80,100円

　必要な補償額は、個人により異なりますが、病気や
ケガで入院した場合、医療費の自己負担額のほか、差
額ベッド代や身の回り品の購入費、見舞いのための家族

の交通費などがかかる場合があります。

Q4

A4

医療保険の契約を検討しています。
どの程度備えればよいですか？

契約時に、健康状態を
正しく告知しないと、補償
されないことがあります。
●医療保険では、契約時に被保険者（補
償の対象となる方）の現在の健康状
態や過去の病歴などを申込書や告知
書に記入します。

●事実を偽って記入するなど不適切な
申告がなされると、契約が解除された
り、保険金が支払われない場合があり
ます。
●保険会社によっては、すでにケガや病
気をしている人でも、特別な条件（割
増保険料・特定疾病不担保など）を付
けて契約できる場合があります。

POINT1
契約前に発病した病気に
ついては、補償されない
ことがあります。
●契約上の責任が開始する日（責任開始
日）よりも前に発病（始期前発病）した
病気については、契約時に正しく告知
しても、保険金が支払われない場合が
あります。
※保険会社によっては、責任開始日から一定期間
経過後に入院等をした場合には、責任開始日
以降の発病とみなして、保険金を支払う場合が
あります。

●また、契約時に自覚症状がなくても、
その病気が責任開始日より前に発病
したものであれば、保険金が支払われ
ない場合があります。

POINT2

●入院保険金の支払いには、以下のとおりいろ
いろな条件がありますので、契約時に必ずご
確認ください。
･入院して何日目から支払われるか
･1回の入院で何日間支払われるか（1入院
支払限度日数）
･契約期間を通じて何日間支払われるか（通
算支払限度日数）　など

※退院後、入院の原因となった病気等によって再入院した
場合、後の入院は前の入院とあわせて「1回の入院」とみ
なされます（前後の入院日数を合算して支払限度日数を
適用します）。ただし、退院後一定期間（例えば180日）を
経過している場合には、別の入院として取り扱われます。

など

入院保険金 葬祭費用
保険金

手術保険金 退院後
通院保険金

先進医療
費用保険金

注意喚起情報

保険約款
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　損害保険契約は、契約者と保険会社との契約ですが、その手続きは損害保険代理店（以下「代
理店」といいます。）を通じて行うことが最も多くなっています。
　したがって、契約者は直接契約手続きをする代理店についてよくご理解いただく必要があり
ます。ここでは、代理店の一般的な役割等について説明します。
※電話､通信販売､インターネット､保険会社の社員または窓口等で保険会社と直接手続きする場合もあります。

※事故発生時の代理店の役割は、ご契約者からの事故通知を受け付けて保険会社に連絡したり、保険金請求書の記載方
法など保険金請求手続きのアドバイスをすること等です。

　保険金支払いの有無等を判断する権限は保険会社にあり、代理店は判断することができません。

　代理店が、万一、保険商品の説明や契約手続きなど、保険募集についてご契約者に損害を与えた場合に
は、代理店および保険会社がその責任を負います。

保険商品の販売を専門に行う代理店（専業代理店）

 自動車関連業（自動車販売店、自動車整備工場）

 不動産業（賃貸住宅取扱会社、住宅販売会社）

 卸売・小売業（自動車関連業を除く）

 公認会計士、税理士、社会保険労務士等

 建築・建設業

 旅行業（旅行会社、旅行代理店）

 運輸・通信業

 金融業（銀行等､銀行等の子会社､生命保険会社､消費者金融会社）

 　　　　　うち銀行等（銀行、信用金庫、信用組合、農協）

 その他

合計

専属代理店

乗合代理店

合計

182,600

53,300

235,900

37,600

103,300

22,500

8,800

4,600

4,600

3,700

2,700

2,800

1,250

45,300

235,900

15.9

43.8

9.5

3.7

2.0

2.0

1.6

1.1

1.2

0.5

19.2

100.0

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

77.4

22.6

100.0

損害保険が契約できるお店・場所の種類 店数（概数） 構成比

専
業
代
理
店
以
外
の
代
理
店（
兼
業
代
理
店
）

※専業代理店以外の代理店の場合は、その代理店の業務に関連する保険商品のみを取り扱っている場合があります。

分類 店数（概数） 構成比

関
連
し
て
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

保険商品の
勧誘

保険の
対象の
確認

保険商品の
説明

契約の
意向確認

保険料の
領収､
領収証の
発行

重要事項
説明、

告知事項の
受領

変更・解約
手続き 事故受付

保険金
請求手続きの
アドバイス

示談交渉
保険金
支払有無の
決定

通常代理店が行うこと 　　　保険会社または代理店が行うこと 　　　保険会社が行うこと

　消費者の皆さまが損害保険に加入しやすいように、保険会社は、専業の代理店以外にも幅広い分野の業
種に代理店を委託しています。
　例えば、自動車の購入と同時に自動車保険に加入できるように自動車販売店に委託したり、住宅購入と
同時に火災保険に加入できるように住宅販売会社や銀行に委託しています。
　また、代理店には、１社の保険商品のみを販売している専属代理店と、複数の保険会社の保険商品を販
売している乗合代理店があります。 
※代理店は内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられており、代理店に所属して保険募集を行う者は内閣総理大臣への届出が義
務付けられています。

※各保険会社は、代理店の登録、募集人の届出に先立ち、日本損害保険協会が実施する「損害保険募集人試験」の合格などによる事前
教育を義務付けているため、代理店に所属する募集人は、一定の資質が確保されています。

専業の代理店 賃貸住宅取扱会社
住宅販売会社 銀行

BANK

自動車販売店

CAR SHOP

　代理店には、保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権
限が与えられています。
　したがって、契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、
保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。
※保険会社または保険の種類によっては代理店の権限が「媒介」となっていることがあります。この場合には、後日保険会社
が引き受けを承諾したときに契約が成立します。
　また、生命保険会社の募集人も「媒介」となっており、保険契約を締結する権限がありません。

参　考 専属代理店と乗合代理店  （2008年3月末現在）

参　考 損害保険が契約できるお店・場所について （2008年3月末現在）

Ⅰ 損害保険代理店とは

保険契約の成立

保険契約の締結の手続き

ご契約者 損害保険代理店 保険会社

委託契約

ご契約時

ご契約後
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代理店の役割

代理店の主な業務

代理店の委託先（どのような人やお店が代理店になっているか）

代理店が契約者へ損害を与えたときの保険会社の責任



Ⅱ 契約後にご注意いただきたい事項

1

　クーリング･オフとは、契約の申し込み後であっても、契約の申し込みの撤回または契約の解
除ができる制度のことです。損害保険契約では、一般的には以下のような取扱いになっています。

　ただし、損害保険契約は、契約期間が1年以内の契約が大半であるため、ほとんどの場合、クー
リング・オフができません。
※クーリング・オフをする場合は、申込日またはクーリング・オフに関する説明書を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含め
8日以内に、ハガキなどにより郵送で保険会社に申し出る必要があります。
契約期間が1年超の契約であっても、クーリング・オフの対象にならない場合があります。詳細については、代理店または保険
会社にお問い合わせください。

契約のクーリング・オフ

4

●契約期間の途中で解約のお申し出があった場合は、残りの契約期間に応じて保険料が返れ
いされる場合があります。返れいされる金額は、契約内容などにより異なります。ただし、保
険会社の経費に充てられる部分が差し引かれるため、残りの契約期間分の保険料が全て返
れいされるわけではありません。
●例えば契約期間が1年・保険料一括払いの契約で、契約期間の開始日から6か月後に解約し
ても、払い込まれた保険料の半分が返れいされるわけではありません。

契約の解約

6

■個人情報の取扱い 
　契約に関する個人情報は、厳格に管理され、保険会社における契約の締結に関する判断や、保険金の
支払いに関する手続きなどに利用されます。
※詳細は、代理店または保険会社のプライバシーポリシー（個人情報保護宣言）等をご確認ください。

■保険会社が破綻した場合
　損害保険の契約をした保険会社が破綻した場合、保険金などが削減されることがあります。そのよう
な場合に備え、損害保険契約者保護制度が設けられています。損害保険契約者保護機構は、自動車保
険・火災保険などの保険契約について、保険会社が破綻した場合であっても、破綻後3か月以内に生じ
た保険事故に関する保険金が全額支払われるよう補償します。ただし、保険の種類や契約者によっては、
一定限度の補償となったり、補償の対象とならないものもあります。
※損害保険契約者保護機構や、補償の対象となる契約の詳細については、代理店または保険会社にお問い合わせください。

その他

5

●交通事故や火災、またケガや病気など、契約している保険で補償される事故が発生した場合は、代理店また
は保険会社に直ちにご連絡ください。なお、事故の連絡だけでは、保険金を請求したことにはなりませんの
で、保険会社の案内に沿って手続きを行ってください。

●自動車保険の対人賠償保険・対物賠償保険の保険金の支払いにあたり、被害者にも過失があると、その割
合に応じて損害賠償額が減額されます。これを「過失相殺（かしつそうさい）」といいます。例えば、交差点で
の出会い頭の事故などの場合、加害者・被害者双方に一定割合の過失があるとされています。　

●保険の種類によっては、損害に対する補償に加えて、その損害に伴う諸費用に対して保険金（費用保険金）が
支払われるものがあります。これらの内容については、保険会社から提供される「契約概要」のほか、保険約
款やパンフレットなどでご確認ください。

●被保険者（補償の対象となる方）が保険金受取人になる傷害保険契約や医療保険契約では、被保険者自
身に保険金を請求できない事情があり、被保険者の代理人がいない場合に、配偶者や3親等以内の親族
のうち一定の条件を満たす方が被保険者の「代理請求人」として、保険金を請求できる制度があります。
詳細は、代理店または保険会社にお問い合わせください。

・被害者が死亡した場合にかかる臨時費用や車両事故で代車を借り入れる費用など
・焼け跡の後片付けにかかる費用や仮住まいにかかる臨時費用など

保険金の請求

ここにご注意！

・クーリング・オフができる契約 ： 契約期間が1年を超える長期契約
・クーリング・オフができない契約 ： 契約期間が1年以内の契約

●交通事故の場合は、ケガ人の救護や警察への連絡を行うとともに、相手方、目撃者の連絡先をご確
認ください。また、事故にあった車を修理するときや、相手方と示談する場合は、必ず事前に保険会
社に相談して了解を得てください。保険会社の事前了解がないと、保険金が支払われない場合が
あります。

2

●損害保険契約の契約期間は、多くの場合1年間です。ただし、1年を超える長期契約や1年
未満の短期契約もあります。

●保険契約は満期が来ると通常は継続ができます。満期日のチェックと継続手続きは、契約者
自身の責任で行うことが原則です。

※保険会社では、契約の継続手続き忘れを防ぐために、ほとんどの場合、満期日の到来前にハガキなどで契約者宛に満期
の案内を行っていますので、必ずその内容をご確認ください。
　また、保険の種類によっては、契約の時点で、満期時に同一内容で契約が自動的に継続されるよう設定することもできま
す。詳細は、代理店または保険会社にお問い合わせください。

契約の継続手続き

3

●契約期間の途中で契約内容に変更が生じた場合は、契約者自身で代理店または保険会社
にその旨を連絡する必要があります。これを「通知義務」といいます。
●通知義務に違反すると、保険金が支払われないことがありますので、例えば次のような場合
は速やかに連絡してください。

●契約内容を変更する場合、保険料を追加して払い込む必要があるケースや、保険料の一部が
返れいされるケースがあります。また、ご希望の条件によるお引き受けができないことがあり
ます。

契約内容の変更（通知義務）

自動車保険の場合

火災保険の場合

傷害保険の場合

・自動車を買い替えるとき
・現在の契約の年齢条件に満たない子供が免許を取得し、運転するようになったとき
・増築・改築を行うとき
・引越しをするとき
・建物の所有者を変更するとき
・転職して職種が変わるとき

（自動車保険）
（火災保険）

例
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■相談窓口
　損害保険に関する相談などについては、保険会社をはじめとした以下のような窓口があります。
　また、日本損害保険協会のそんがいほけん相談室では、苦情の申し出についても受け付けています。

■各種冊子等のご紹介
　日本損害保険協会では、消費者の皆さまに損害保険に関する知識を身に付けていただき、損害保険を上手くご利
用いただくため、各種ツールを作成し、情報提供に努めています。具体的には、以下のとおりです。
　また、当協会のホームページでは、消費者向けウェブサイト「そんぽのホント」を開設しています。本サイトは、楽し
く遊んで、賢く学べるウェブサイトとなっていますので、是非とも一度アクセスしてみてください。

　日本損害保険協会のそんがいほけん相談室に苦情の申し出があった事項について、同相談室から損害保
険会社へ解決の依頼を行ったにもかかわらず、原則として2か月を経過しても問題が解決しない場合には、
苦情をお申し出になられた方の希望により、「損害保険調停委員会」を利用することができます。
　この委員会は東京と大阪の2か所に設置されており、お申し出になられた方のお住まいの地域に応じて、
いずれかの委員会が対応いたします。
　詳しくは、日本損害保険協会のそんがいほけん相談室本部（電話番号：0120-107808、
03-3255-1306（携帯・PHSから））にお問い合わせください。

担当地域 所在地 電話番号

〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-30
西鉄赤坂ビル9F

〒760-0047 高松市塩屋町10-1
共栄火災ビル6F

〒730-0031 広島市中区紙屋町1-2-29
損保ジャパン東京建物広島ビル6F

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-6-26
大阪グリーンビル9階

〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-31
栄町ビル6F

〒101-8335 千代田区神田淡路町2-9
損保会館

〒060-0001 札幌市中央区北一条西
7-1-2三井住友海上札幌ビル7F

〒980-0811 仙台市青葉区一番町
1-3-1ニッセイ仙台ビル3F

〒420-0031 静岡市葵区呉服町1-1-2
静岡呉服町スクエア8F

〒920-0919 金沢市南町5-16
金沢共栄火災ビル4F

〒900-0033 那覇市久米2-2-20
大同火災海上保険（株）久米ビル9F

鳥取・島根・岡山・
広島・山口

滋賀・京都・大阪・
兵庫・和歌山・
奈良

岐阜・愛知・三重

富山・石川・福井

静岡

青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島

全国

北海道

徳島・香川・
愛媛・高知

福岡・佐賀・長崎・
熊本・大分・
宮崎・鹿児島

沖縄

北海道支部

沖縄支部

九州支部

四国支部

中国支部

近畿支部

名古屋支部

北陸支部

静岡支部

東北支部

本部

098-862-8363

0120-107808

011-231-3815

022-221-6466

054-252-1843

076-221-1149

052-971-1201

06-6202-8761

082-247-4529

087-851-3344

092-771-9766

（携帯・PHSから）
03-3255-1306

●外国損害保険協会
　（http://www.fnlia.gr.jp/）（電話番号：０３-５４２５-７８５４）

●日本損害保険協会　そんがいほけん相談室
　（http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/soudanshitsu/index.html）

●損害保険会社各社　相談窓口
　（http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/each/index.html）

■損害保険調停委員会 

　本サイトは、若者向け冊子「そんぽのホント（フレッシャーズガイド）」の
内容と連動、拡充させた消費者向けのウェブサイトです。
　サイト内では、ヒヨコが「損害保険の仕組み」や「身の回りのリスクに対
応した損害保険の紹介」、「契約から保険金を請求するまでのポイント」、
「よくある相談」などについて、マンガを使い、わかりやすく紹介しています。
　また、当協会で開催する「消費者向けのイベント」情報、学校現場等でご
利用いただける教材を紹介する「スクールナビ」のコーナーなど豊富なコ
ンテンツをご用意しています。
　なお、「そんぽ検定」と題したクイズコーナーでは、ご自身の「損害保険」
に関する認識レベルを確認することが可能となっています。

ウェブサイト「そんぽのホント」１

　高齢者の方々にも「見やすい」、「理解しやすい」などをコンセプトに、高齢者モニターの方
に参画いただきながら作成した冊子です。
　この冊子では、契約にあたっての注意点を主なもの2・3点に絞り、大きな活字で紹介して
います。また、視覚障害者の方にもご認識いただけるように、専用の読み取り装置（スピーチ
オ）を使用した音声説明を聞くことができるようにしているほか、高齢者の方にも配慮した色
使いとなっています（※）。
　なお、高齢者の方が「知って得する豆知識」や災害や事故に備えるために知っておきたい
「備える情報」なども掲載しています。
※カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）の認証を取得

冊子「知っ得！ガイド」2

　高校生や大学生、新社会人などの若年層を対象に、身の回りに潜むリスク（危険）を認識し、
経済的な備えとなる損害保険の必要性や仕組みについて理解を深めてもらうことを目的に
作成した冊子です。冊子の前半部ではクイズによりテンポを与えて読みやすくしており、後半
部では、若年層にとって身近なシーン別に役立つ損害保険について分かりやすく解説してい
ます。
　なお、本冊子を使用した授業の実践方法を紹介した「授業展開案」やクイズ出題用の「拡大
パネル（当協会から貸出）」も作成していますので、各種授業などでもお役立ていただけます。

冊子「フレッシャーズガイド」3

Ⅲ 日本損害保険協会からのお知らせ

http://www.sonpo.or.jp/wakaru/

※「知っ得！ガイド」、「フレッシャーズガイド」に関するお問い合わせは、当協会生活サービス部企画グループ（TEL：03-3255-1215）までお寄せください。
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